
                    平成１５年１１月４日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

インターネットＢＧＭプレーヤー 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 店舗等において、インターネット経由により配信されたＢＧＭ、ＣＭ等の音楽

又は静止画像等のデータの蓄積・再生を行う機器である。 

 電子メールにより指定されたプログラム・スケジュールに基づいて再生される

が、蓄積されたデータのうち、最大１０曲については、使用者がプレーヤーのパ

ネルにより、音量調整等の再生操作が可能である。なお、蓄積されたデータの消

去はできない。 

 

○構造、仕様、意匠 

 音響機器、スピーカー及びディスプレーへの接続端子を有する。 

 定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、４０Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

一般店舗等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「その他の音響機器」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 音声アンプを内蔵し、音楽又は静止画像等を再生する機器であることから、「そ

の他の音響機器」として取り扱うのが妥当と判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象の判断 


